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公共下水道関連事業場水質分析調査業務委託仕様書 

 

 この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するた

めに必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 件  名     公共下水道関連事業場水質分析調査業務委託 

 

２ 業務目的     公共下水道及び終末処理場からの放流水を水質基準に適合させる

とともに、公共下水道の機能及び構造を保全するため、監視対象

事業場排水の採取・分析を目的とする。 

 

３ 委託場所     市川市内公共下水道接続監視対象事業場 

           （江戸川左岸流域関連公共下水道及び単独公共下水道） 

 

４ 委託期間     令和８年７月１日～令和９年３月５日 

 

５ 許認可事項 

   受託者は「計量法」第 107 条に係わる環境計量証明事業登録者（濃度）とし、本業

務を的確に遂行できる実績のある業者とする。 

 

６ 業務従事者 

  (1)受託者は、業務に関する十分な知識と経験を有している者を適正に配置すること。 

  (2)従事者が業務の履行上著しく不適当と認められる場合は、委託者と受託者との協議

の上、当該従事者を変更することができる。 

 

７ 業務内容 

  (1)業務範囲（対象） 

    市内公共下水道区域内（江戸川左岸流域関連公共下水道及び単独公共下水道内）

における公共下水道接続監視対象事業場 

    検体 ３２項目（調査対象 対象２０社／延べ２６事業場 ３０２検体） 

（検体数は別紙１を参照） 

    月に１～４回の調査を実施する。ただし、調査回数は委託期間内で標準７回とす

る。 
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  (2)調査場所の状況調査 

    調査項目及び項目数は、別紙１のとおりとする。 

    上記項目の他、現地における水温・外観・ｐＨ・透視度も含むものとする。 

  (3)試料採取及び運搬 

   ① 試料採取前の準備 

    （ア）分析に必要な試料の量、保存処理等を勘案し、適当な容量・材質の容器を

準備すること。 

    （イ）試料採取等 

      試料採取に支障の無いよう、次のものを準備すること。 

     （ａ）０．１～０．５リットルの採水器、１リットルの採水器、小口径汚水桝

用採水器等 

     （ｂ）杓、５リットル程度のバケツ、１０リットル程度のバケツ等 

     （ｃ）現場観測に必要な水素イオン濃度計、透視度計、温度計等 

     （ｄ）ロープ、水嚢、懐中電灯、ゴム手袋、手洗い水等 

     （ｅ）セーフティーコーン、ヘルメット等 

   ② 試料採取の実施 

    （ア）試料は公桝及び私桝で採取する。自動車や歩行者等の通行がある場合は安

全対策を行い、短時間で試料採取を行うこと。 

    （イ）工場・事業場内において試料の採取を行う場合は、市川市下水道条例施行

規則に基づく下水道立入検査員証携帯者の指示に従うこと。また施設担当

者に確認を行うこと。 

   ③ 現場観測の実施 

    天候・気温・試料の外観・水温・透視度・水素イオン濃度の観測を現場において

実施すること。 

   ④ 試料の採取方法 

    （ア）流下下水を杓及び採水器棟で数回にわたり汲み上げ、それを５～１０リッ

トル程度の大容器に集める。このとき、沈殿した砂や、大きな固形物は除

くよう注意する。 

    （イ）大容器から、個別に用意した容器に試料が均一となるようかき混ぜながら

分取する。 

    （ウ）必要な保存処理を行う。 

    （エ）容器は１回以上共洗いを行うこと。 

    （オ）ノルマルヘキサン抽出物質含有量の試料については、上記の規定にかかわ

らず共洗いを行わずガラス容器に直接採取すること。 

    （カ）不用な試料を廃棄する際は、公桝及び私桝の内壁を汚さないように注意を

払うこと。 
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   ⑤ 試料の運搬 

     試料の運搬にあたっては、採取後、受託者の分析機関に速やかに持ち帰らなけ

ればならない。 

  (4)分析 

   ① 分析項目等 

    分析項目、分析方法、報告下限値及び表示方法については別紙２のとおりとする。 

   ② 報告 

    分析の結果、別紙３の異常水質判定基準以上の値が検出された場合においては別

紙４により直ちに委託者へ連絡しなければならない。 

   ③ 試料の保存 

    下水排出基準（本市下水道条例）を超過する値が検出された時は、試料（重金属

関係のみ）を調査結果報告後、２ヶ月間保存すること。 

   ④ 機器の管理及び校正 

    使用する機器について、管理及び校正の内容を記録し、受託者が委託業務終了後

１年間保管する。委託者は必要に応じて受託者にこの記録の提出を求める場合が

ある。 

 

８ 業務実施日及び業務時間 

  (1)業務実施日 

    業務の実施にあたり、事前に業務計画書を作成し、委託者との協議のもと調査を

行わなければならない。 

    受託者は、現地調査を実施する場合には、委託者と事前に工程表に基づき、調査

実施日と調査対象について打ち合わせをし、委託者立ち会いのもと、相当なる経験

を有する者が実施しなければならない。 

   （※相当なる経験を有する者とは、５年以上水質分析業務に従事し、JIS K-0102 等

に基づくサンプリングを熟知している者。） 

    なお、雨天時については、試料採取日の午前９時までに、中止の連絡等を行い、

中止の場合は、委託料は発生しないものとする。 

    受託者は、分析業務を実施する場合には、自己所有の分析機関において業務責任

者のもと実施しなければならない。 

  (2)業務時間 

    業務時間は調査目的にかなう試料採取が見込まれる時間帯とし、原則として午前

１０時から午後２時までとする。 

    なお、指定日あるいは指定時間帯の変更がある場合は、委託者と受託者との協議

の上、決定するものとする。 
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９ 提出書類及び成果品 

  (1)受託者は、次に掲げるものを契約後１４日以内又は業務着手日前までに委託者へ提

出すること。 

   ① 着手届 

   ② 業務責任者通知書 

   ③ 業務責任者の資格及び実務経験 

   ④ 業務実施計画書 

    （ア）業務の内容、実施項目 

    （イ）業務の実施体制 

    （ウ）業務の実施方法 

    （エ）連絡方法、連絡体制 

    （オ）工程表 

  (2)受託者は、次に掲げるものを調査実施日から２１日以内に委託者へ提出すること。 

   ①濃度計量証明書             Ａ４版（正・副） ２部 

   （＊内、基準超過事業場については、別途１部発行する。） 

   ②調査結果一覧表             Ａ３版 １部 

   ③調査経過一覧表             Ａ３版 １部 

    ＊毎回累積 

   ④事業場別調査結果一覧表         Ａ４版 １部 

    （別途、市提供の電子データ（エクセル）に記載し提出） 

   ⑤野帳類一式               Ａ４版 １部 

   ⑥試料分析時の各項目ごとのバックデータ類 Ａ４版 １部 

  (3)受託者は、次に掲げるものを業務終了までに、委託者へ提出すること。 

   ①調査結果一覧表綴            Ａ３版 １部 

    （(2)②で作成したものを綴ったもの） 

   ②調査経過一覧表綴            Ａ３版 １部 

    （(2)③で作成したものを綴ったもの） 

   ③事業場別調査結果一覧表綴        Ａ４版 １部 

    （(2)④で作成したものを綴ったもの） 

   ④完了届                     １部 

    

  (4)報告書類の保管 

    検定結果報告時に提出する濃度計量証明書（正・副）２部の内、（副）について

は受託者で保管するものとし、期間は委託業務完了後１年とする。 
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10 その他 

  (1)当該業務を実施するに際しての必要な器具及び消耗品等はすべて受託者の負担とす

る。 

  (2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察

署その他関係機関に報告するとともに応急措置を講ずるものとする。 

   ① 調査中は、事故を未然に防止するよう努力するとともに、労働基準法その他関

係法規を遵守し、円滑にこれを行わなければならない。 

   ② 工場・事業場及び処理施設内に入って採取作業する場合においては、安全靴、

ヘルメット等を着用し、作業の安全を心がけなければならない。 

  (3)事故により生じた損害などに対する補償に要する費用は、受託者の負担とする。 

  (4)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し、業

務の改善を受託者に求めることができる。 

  (5)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、

委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければ

ならない。 

  (6)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関

する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならな

い。 

  (7)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目

的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 

  (8)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

  (9)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度

協議の上、決定するものとする。 

 

11 添付資料（別紙） 

  (1)令和８年度水質分析調査検体数（調査内容別）   Ａ４版 １部【別紙１】 

  (2)分析項目・分析方法・定量下限値・表示方法一覧  Ａ４版 １部【別紙２】 

  (3)分析結果の取扱いについて          Ａ４版 １部【別紙３】 

  (4)異常水質判定結果送信表              Ａ４版 １部【別紙４】 

  (5)調査結果一覧表                 Ａ３版 １部【別紙５】 

  (6)調査経過一覧表                Ａ３版 １部【別紙６】 

  (7)事業場別調査結果一覧表            Ａ４版 １部【別紙７】 

 



1 水素イオン濃度

2 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

3 浮遊物質量（ＳＳ）

4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

5 窒素含有量

6 燐含有量

7 カドミウム及びその化合物

8 シアン化合物

9 鉛及びその化合物

10 六価クロム化合物

11 砒素及びその化合物

12 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

13 トリクロロエチレン

14 テトラクロロエチレン

15 ジクロロメタン

16 四塩化炭素

17 １，２－ジクロロエタン

18 １，１－ジクロロエチレン

19 シス－１，２－ジクロロエチレン

20 １，１，１－トリクロロエタン

21 １，１，２－トリクロロエタン

22 １，３－ジクロロプロペン

23 ベンゼン

24 セレン及びその化合物

25 ほう素及びその化合物

26 ふっ素及びその化合物

27 フェノール類

28 銅及びその化合物

29 亜鉛及びその化合物

30 鉄及びその化合物（溶解性）

31 マンガン及びその化合物(溶解性)

32 クロム及びその化合物
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　【 別 紙 1 】

令 和 8 年 度 水 質 分 析 調 査 検 体 数 ( 調 査 内 容 別 )

調　　　査　　　項　　　目 項目別調査検体数

26
17
16
17
7
7

7

4

17
15
10
8
7
7

4

4
4

8

4
4

4
4
4
4

10
9

合　　　　　　　　　　　計 302

16
18
9
7

13



　　　　分析項目・分析方法・定量下限値・表示方法一覧　　　　   　【 別 紙 ２ 】　　　市川市　仕様　

報告下限値
（事業場） 最小単位 最大有効桁数

外観 ― － JIS K-0102　8　色は濃,淡,微等、粒子は大小、量は多少、性状を記録する
温度 ℃ － 小数第１位 ３ 45℃ 未満 下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和37 年厚生省・建設省令第1 号）に定められた方法によること。　　　0.1℃まで読み取ること。
透視度 度 － 小数第１位 ２ JIS K-0102　9 　　　　0.1まで読み取ること。

水素イオン濃度 － － 小数第１位 ３
生物化学的酸素要求量 mg/ｌ 1 整　　　数 ２ 600 未満
浮遊物質量 mg/ｌ 2 整　　　数 ２ 600 未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 mg/ｌ 2 整　　　数 ２ 30(5) 以下
窒素含有量 mg/ｌ 0.2 小数第１位 ２ 60 未満
燐含有量 mg/ｌ 0.02 小数第２位 ２ 8 未満
カドミウム及びその化合物 mg/ｌ 0.005 小数第３位 ２ 0.01 以下
シアン化合物 mg/ｌ 0.1 小数第１位 ２

鉛及びその化合物 mg/ｌ 0.05 小数第２位 ２ 0.1 以下

六価クロム化合物 mg/ｌ 0.04 小数第２位 ２ 0.05 以下

砒素及びその化合物 mg/ｌ 0.01 小数第２位 ２ 0.05 以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ｌ 0.0005 小数第４位 ２ 0.0005 以下
トリクロロエチレン mg/ｌ 0.002 小数第３位 ２ 0.1 以下
テトラクロロエチレン mg/ｌ 0.0005 小数第４位 ２ 0.1 以下
ジクロロメタン mg/ｌ 0.002 小数第３位 ２ 0.2 以下
四塩化炭素 mg/ｌ 0.0002 小数第４位 ２ 0.02 以下
1,2-ジクロロエタン mg/ｌ 0.0004 小数第４位 ２ 0.04 以下
1,1-ジクロロエチレン mg/ｌ 0.002 小数第３位 ２ 1 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ｌ 0.004 小数第３位 ２ 0.4 以下
1.1.1-トリクロロエタン mg/ｌ 0.001 小数第３位 ２ 3 以下
1.1.2-トリクロロエタン mg/ｌ 0.0006 小数第４位 ２ 0.06 以下
1,3-ジクロロプロペン mg/ｌ 0.0002 小数第４位 ２ 0.02 以下

チウラム mg/ｌ 0.01 小数第２位 ２ 0.06 以下

シマジン mg/ｌ 0.01 小数第２位 ２ 0.03 以下

チオベンカルブ mg/ｌ 0.01 小数第２位 ２ 0.2 以下

ベンゼン mg/ｌ 0.001 小数第３位 ２ 0.1 以下
セレン及びその化合物 mg/ｌ 0.01 小数第２位 ２ 0.1 以下
ほう素及びその化合物 mg/ｌ 0.2 小数第１位 ２ 10 以下

ふっ素及びその化合物 mg/ｌ 0.2
小数第１位

２ 8 以下

フェノール類 mg/ｌ 0.05 小数第２位 ２ 0.5 以下
銅及びその化合物 mg/ｌ 0.05 小数第２位 ２ 1 以下

【第一】　　1 以下
【第二】　　2 以下
【第一】　　1 以下
【第二】　　5 以下
【第一】　　1 以下
【第二】　　5 以下
【第一】　0.5 以下
【第二】　　1 以下

mg/ｌ 0.05 小数第２位 ２クロム及びその化合物

数値の取り扱い
＊分析結果の数値は、すべて切り捨てとする。

　（但し、PHは酸性側は切り上げ、アルカリ側は切り捨てとする。）

0.1 小数第１位 ２

マンガン及びその化合物（溶解性） mg/ｌ 0.1 小数第１位 ２

鉄及びその化合物（溶解性） mg/ｌ

分　析　方　法

亜鉛及びその化合物 mg/ｌ 0.05 小数第２位 ２

－
５を超え９未満

検出されないこと

排出基準値

－

計量の対象 単位
表　示　方　法

下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和37 年厚生省・建設省令第1 号）に定められた方法によること。



マンガン及びその化合物（溶解性） mg／L
【第一】　1
【第二】　4

【第一】　1
【第二】　5

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 mg／L
　　　　【第一】　0.5
　　　　【第二】　0.5

　　　　【第一】　0.5
　　　　【第二】　1

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg／L
【第一】　1
【第二】　2

【第一】　1
【第二】　2

鉄及びその化合物（溶解性） mg／L
【第一】　1
【第二】　4

【第一】　1
【第二】　5

銅 及 び そ の 化 合 物 mg／L 0.8 1

１ ． ４ － ジ オ キ サ ン mg／L 0.05 0.5

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 mg／L 6 8

フ ェ ノ － ル 類 mg／L 0.4 0.5

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 mg／L 8 10

ベ ン ゼ ン mg／L 0.05 0.1

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 mg／L 0.05 0.1

シ マ ジ ン mg／L 0.02 0.03

チ オ ベ ン カ ル ブ mg／L 0.1 0.2

１ ． ３ - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン mg／L 0.01 0.02

チ ウ ラ ム mg／L 0.04 0.06

１ ． １ ． １ - トリクロロエタン mg／L 0.5 3

１ ． １ ． ２ - トリクロロエタン mg／L 0.03 0.06

１ ． １ - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン mg／L 0.5 1

シス-１．２-ジクロロエチレン mg／L 0.1 0.4

四 塩 化 炭 素 mg／L 0.01 0.02

１ ． ２ - ジ ク ロ ロ エ タ ン mg／L 0.01 0.04

ジ ク ロ ロ メ タ ン mg／L 0.05 0.2

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン mg／L 0.1 0.1

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン mg／L 0.01 0.1

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg／L 0.0005 0.0005

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル mg／L 0.0005 0.0005

六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg／L 0.04 0.05

砒 素 及 び そ の 化 合 物 mg／L 0.03 0.05

シ ア ン 化 合 物 mg／L 0.1 検出されないこと

鉛 及 び そ の 化 合 物 mg／L 0.08 0.1

カ ドミウム及びその化合物 mg／L 0.005 0.01

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg／L 30(5) 30(5)

燐 含 有 量 mg／L 6 8

窒 素 含 有 量 mg／L 50 60

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 mg／L 500 600

浮 遊 物 質 量 mg／L 500 600

透　　　　視　　　　度 度 － －

水 素 イ オ ン 濃 度 mg／L 5以下または9以上 5を超え9未満

沃 素 消 費 量 mg／L 150 220

外　　　　　　　　　観 － －

水　　　　　　　　　温 ℃ 40 45

分 析 結 果 の 取 扱 い に つ い て 【別紙３】

異　常　水　質　判　定　基　準　以　上　の　値　が　検　出　さ　れ　た
場　合　は　、　直　ち　に　連　絡　を　す　る　こ　と　。

分　　析　　項　　目 単　　位 異常水質判定基準 排出基準値



《受信人》

市川市役所

下水道部　下水道経営課

担当：　　　　    　　　　        　　様

《発信人》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＥＬ　　　　　　 －　　　　　－

FAX　　　　 　 　－　　　　　－

※別紙の通り送信しましたので、よろしくお願いいたします。

記　　：　　　令和　　年度市川市公共下水道関連事業場水質分析調査

令和　　年　　月　　日（　　）調査実施　　異常水質判定基準超過事業場一覧

（再分析中） 計量証明作成

確定

（再分析中） 計量証明作成

確定

確定

未確定

確定

（再分析中） 計量証明作成

未確定 確定

未確定

（再分析中） 計量証明作成

未確定

（再分析中） 計量証明作成

【 別 紙 ４ 】

 送 　 　信　  　票 令和　　　　．　　　　．

(内線　　　　　　)

工場事業場名 超過物質名 超過値 確認内容 基準値

未確定



委託業務名　　　　公共下水道関連事業場水質分析調査業務委託

令和　　　　年　　　　月　　　　事業場調査結果一覧表 【 別 紙 ５ 】
委託業務箇所　　江戸川左岸流域関連公共下水道及び単独公共下水道

　　　（令和　　年　　月　　日調査）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

単位

－

　／℃

油 膜 －

浮 遊 物 －

色 －

℃ 45℃ 未満

度

mg/ｌ 1 220 以下

－ －

mg/ｌ 1 600 未満

mg/ｌ 2 600 未満

mg/ｌ 2 30（5） 以下

mg/ｌ 0.2 60 未満

mg/ｌ 0.02 8 未満

mg/ｌ 0.005 0.01 以下

mg/ｌ 0.1

mg/ｌ 0.05 0.1 以下

mg/ｌ 0.04 0.05 以下

mg/ｌ 0.01 0.05 以下

mg/ｌ 0.0005 0.0005 以下

mg/ｌ 0.0005

mg/ｌ 0.002 0.1 以下

mg/ｌ 0.0005 0.1 以下

mg/ｌ 0.002 0.2 以下

mg/ｌ 0.0002 0.02 以下

mg/ｌ 0.0004 0.04 以下

mg/ｌ 0.002 1 以下

mg/ｌ 0.004 0.4 以下

mg/ｌ 0.001 3 以下

mg/ｌ 0.0006 0.06 以下

mg/ｌ 0.0002 0.02 以下

mg/ｌ 0.01 0.06 以下

mg/ｌ 0.01 0.03 以下

mg/ｌ 0.01 0.2 以下

mg/ｌ 0.001 0.1 以下

mg/ｌ 0.01 0.1 以下

mg/ｌ 0.2 10 以下

mg/ｌ 0.2 8 以下

mg/ｌ 0.05 0.5 以下

mg/ｌ 0.05 1 以下

mg/ｌ 0.05
【第一】　1
【第二】　2

以下

mg/ｌ 0.1
【第一】　1
【第二】　5

以下

mg/ｌ 0.1
【第一】　1
【第二】　5

以下

mg/ｌ 0.05
　【第一】　0.5
　【第二】　1

以下

試 料 採 取 市川市　下水道経営課 （担当） 計量の方法 下水の水質の検定方法等に関する省令による。

（ Ｒ . . ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （担当） 報告下限値未満は、「不検出」を表示する。 ｐＨ

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物

燐 含 有 量

ジ ク ロ ロ メ タ ン

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン

１，１－ジクロロエチレン

チ オ ベ ン カ ル ブ

ベ ン ゼ ン

シス－１，２－ ジク ロロエチ レン

１，１，２－トリクロロエタン

１，３－ジクロロプロペン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

１，１，１－トリクロロエタン

四 塩 化 炭 素

　　アルカリ側  切捨て

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

数値は、切捨て

現場立会人 　　酸性側　　  切上げ

試料採取者

鉄 及 び そ の 化 合 物
（ 溶 解 性 ）

マンガン及びその化合物
（ 溶 解 性 ）

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物

フ ェ ノ ー ル 類

銅 及 び そ の 化 合 物

検出されないこと

浮 遊 物 質 量

砒 素 及 び そ の 化 合 物

水銀 及び ア ル キ ル 水銀
そ の 他 の 水 銀 化 合 物

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

窒 素 含 有 量

沃 素 消 費 量

カドミウム及びその化合物

シ ア ン 化 合 物

六 価 ク ロ ム 化 合 物

－

－

水 温

透 視 度 －

水 素 イ オ ン 濃 度 5を超え9未満

生物化学的酸素要求量

検出されないこと

鉛 及 び そ の 化 合 物

市川市　仕様

分析調査機関　　　　　　　

工　場　・　事　業　場　名
報告下限値 排除基準値

計　量　の　対　象

採 水 時 刻 －

天 候 ／ 気 温 －

外
観

－



委託業務名　　　　公共下水道関連事業場水質分析調査業務委託

令和　　　　年度　　　　事業場調査経過一覧表 【 別 紙 ６ 】
委託業務箇所　　江戸川左岸流域関連公共下水道及び単独公共下水道

分析調査機関　　　　　　　　　　　　　

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物

実 施 検 体 数

実 施 項 目 数

マンガン及びその化合物（溶解性）

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

ベ ン ゼ ン

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

フ ェ ノ ー ル 類

銅 及 び そ の 化 合 物

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物

鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 ）

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀
そ の 他 の 水 銀 化 合 物

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

シ ス － １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

１ ， １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

砒 素 及 び そ の 化 合 物

沃 素 消 費 量

水 素 イ オ ン 濃 度

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量

浮 遊 物 質 量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

窒 素 含 有 量

燐 含 有 量

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物

シ ア ン 化 合 物

鉛 及 び そ の 化 合 物

六 価 ク ロ ム 化 合 物

市川市　仕様

採　水　月　日
工　　場　　お　　よ　　び　　事　　業　　場　　水　　質　　分　　析　　調　　査

小　　　計 合　　　計 項目数残り
計　量　の　対　象



【 別 紙 ７ 】

① ② ③ ④

単位 R　　　．　　． R　　　．　　． R　　　．　　． R　　　．　　．

－ ： ： ： ：

　／℃

油 膜 －

浮 遊 物 －

色 －

℃ 45℃ 未満

度

mg/ｌ 1 220 以下

－ －

mg/ｌ 1 600 未満

mg/ｌ 2 600 未満

mg/ｌ 2 30（5） 以下

mg/ｌ 0.2 60 未満

mg/ｌ 0.02 8 未満

mg/ｌ 0.005 0.01 以下

mg/ｌ 0.1

mg/ｌ 0.05 0.1 以下

mg/ｌ 0.04 0.05 以下

mg/ｌ 0.01 0.05 以下

mg/ｌ 0.0005 0.0005 以下

mg/ｌ 0.0005

mg/ｌ 0.002 0.1 以下

mg/ｌ 0.0005 0.1 以下

mg/ｌ 0.002 0.2 以下

mg/ｌ 0.0002 0.02 以下

mg/ｌ 0.0004 0.04 以下

mg/ｌ 0.002 1 以下

mg/ｌ 0.004 0.4 以下

mg/ｌ 0.001 3 以下

mg/ｌ 0.0006 0.06 以下

mg/ｌ 0.0002 0.02 以下

mg/ｌ 0.01 0.06 以下

mg/ｌ 0.01 0.03 以下

mg/ｌ 0.01 0.2 以下

mg/ｌ 0.001 0.1 以下

mg/ｌ 0.01 0.1 以下

mg/ｌ 0.2 10 以下

mg/ｌ 0.2 8 以下

mg/ｌ 0.05 0.5 以下

mg/ｌ 0.05 1 以下

mg/ｌ 0.05
【第一】　1
【第二】　2

以下

mg/ｌ 0.1
【第一】　1
【第二】　5

以下

mg/ｌ 0.1
【第一】　1
【第二】　5

以下

mg/ｌ 0.05
　　【第一】　0.5
　　【第二】　1

以下

審査結果及び（適：不適）

計　量　の　方　法

１，１，１－トリクロロエタン

四 塩 化 炭 素

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

不適：　　　／年④

分析終了年月日

下水道の水質の検定方法等に関する省令による。
報告下限値未満は、「不検出」を表示する。

数値の取り扱い
切り捨てが原則

フ ェ ノ ー ル 類

銅 及 び そ の 化 合 物

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物

鉄及びその化合物（溶解性）

マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物
（ 溶 解 性 ）

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物

5を超え9未満

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量

ベ ン ゼ ン

窒 素 含 有 量

燐 含 有 量

ジ ク ロ ロ メ タ ン

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

シス－１，２－ジクロロエチ レン

１，１，２－トリクロロエタン

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

ノ ル マ ル ヘ キ サ ン
抽 出 物 質 含 有 量

沃 素 消 費 量

カドミウム及びその化合物

シ ア ン 化 合 物

六 価 ク ロ ム 化 合 物

浮 遊 物 質 量

水 素 イ オ ン 濃 度

砒 素 及 び そ の 化 合 物

水銀及びアルキル水銀その
他 の 水 銀 化 合 物

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル

検出されないこと

鉛 及 び そ の 化 合 物

検出されないこと

工　場　・　事　業　場　名
報告下限値 排出基準値

計　量　の　対　象

採 水 時 刻 －

天 候 ／ 気 温 －

外
観

－

－

－

水 温

透 視 度 －

市川市　仕様

事業場名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査結果一覧表

Ｒ　　　．公共下水道事業場水質分析調査

江戸川左岸流域関連公共下水道及び単独公共下水道 分析調査機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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